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議会第３回報告第２号  

 

 

専決処分について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により次のとおり専決処分したから、

同条第２項の規定により報告する。 

 

  平成29年６月８日提出 

 

今治市長  菅   良 二  

 

 

記 

 

 

 ・損害賠償額の決定及び和解について 

 ・損害賠償額の決定及び和解について 

 ・損害賠償額の決定及び和解について 

 ・損害賠償額の決定及び和解について 

 ・損害賠償額の決定及び和解について 

 ・損害賠償額の決定及び和解について 
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「参 照」 

 

地方自治法（抜すい） 

 

 （議会の委任による専決処分） 

第180条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したも

のは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。 

２ 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しな

ければならない。 
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専決第９号  

 

 

損害賠償額の決定及び和解について 

 

 標記について地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、次のとおり専決

処分する。 

 

  平成29年３月10日 

 

今治市長  菅   良 二  

 

 

記 

 

 

１ 和解の相手方   省略 

 

２ 事故の概要    平成27年10月６日午前11時35分頃、本市イベント交流推進課職員が運転

する市有軽四貨物自動車が、市道伊予熊榎線（今治市別名１番地10）にお

いて、右折の際、曲がりきれず後退したところ、左方から直進してきた相

手方所有の原動機付自転車と衝突し、同車両が破損し、相手方が負傷した。 

 

３ 損害賠償額    人的損害に対する支払額 2,106,684円 

 

４ その他      物的損害については、平成27年今治市議会第６回報告第12号で報告済 
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専決第13号  

 

 

損害賠償額の決定及び和解について 

 

 標記について地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、次のとおり専決

処分する。 

 

  平成29年４月７日 

 

今治市長  菅   良 二  

 

 

記 

 

 

１ 和解の相手方   省略 

 

２ 事故の概要    平成29年２月16日午前11時頃、本市公園緑地課職員が運転する市有小型

貨物自動車が、今治加工株式会社今治事業所の敷地（今治市喜田村四丁目

994番地12）において後退した際、相手方所有の普通貨物自動車に接触し、

同車両が破損した。 

 

３ 損害賠償額    支払額 510,000円 



- 6 - 

 

 

 

 



- 7 - 

専決第14号  

 

 

損害賠償額の決定及び和解について 

 

 標記について地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、次のとおり専決

処分する。 

 

  平成29年４月７日 

 

今治市長  菅   良 二  

 

 

記 

 

 

１ 和解の相手方   省略 

 

２ 事故の概要    平成29年１月30日午後２時30分頃、市道新田本郷線（今治市高部甲827

番地２先）に設置していたカーブミラーが、強風により倒壊し、相手方所

有の倉庫を破損した。 

 

３ 損害賠償額    支払額 64,000円 
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専決第15号  

 

 

損害賠償額の決定及び和解について 

 

 標記について地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、次のとおり専決

処分する。 

 

  平成29年４月14日 

 

今治市長  菅   良 二  

 

 

記 

 

 

１ 和解の相手方   省略 

 

２ 事故の概要    平成29年３月14日午後５時20分頃、市営大新田団地敷地内において、同

団地の壁面から剥離したコンクリート片が、駐車していた相手方所有の軽

四乗用自動車に当たり、同車両が破損した。 

 

３ 損害賠償額    支払額 20,520円 

 



 

- 10 - 

 

 

 



- 11 - 

専決第16号  

 

 

損害賠償額の決定及び和解について 

 

 標記について地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、次のとおり専決

処分する。 

 

  平成29年４月27日 

 

今治市長  菅   良 二  

 

 

記 

 

 

１ 和解の相手方   省略 

 

２ 事故の概要    平成29年３月17日午前10時40分頃、本市高齢介護課職員が運転する市有

軽四乗用自動車が、市道喜田村松木線（今治市上徳甲604番地１先）を直進

中、生鮮市場まるひろ駐車場から出てきた相手方所有の軽四貨物自動車と

接触し、市有軽四乗用自動車が破損した。 

 

３ 損害賠償額    受取額 119,904円 
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専決第17号  

 

 

損害賠償額の決定及び和解について 

 

 標記について地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、次のとおり専決

処分する。 

 

  平成29年５月２日 

 

今治市長  菅   良 二  

 

 

記 

 

 

１ 和解の相手方   省略 

 

２ 事故の概要    平成29年４月14日午前11時30分頃、本市波方支所住民サービス課職員が

運転する市有軽四貨物自動車が、長泉寺駐車場（今治市波方町波方甲1655

番地３）において、出庫のため後退したところ、同駐車場に停車していた

相手方所有の軽四乗用自動車と接触し、同車両が破損した。 

 

３ 損害賠償額    支払額 180,036円 
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議会第３回報告第３号  

 

 

繰越計算書の提出について 

 

 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第146条第２項の規定により、平成28年度繰越計算書

を別紙のとおり報告する。 

 

  平成29年６月８日提出 

 

今治市長  菅   良 二  
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「参 照」 

 

地方自治法（抜すい） 

 

 （繰越明許費） 

第213条 歳出予算の経費のうちその性質上又は予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を

終わらない見込みのあるものについては、予算の定めるところにより、翌年度に繰り越して使

用することができる。 

２ 前項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、これを繰越明許費とい

う。 

 

 

 

地方自治法施行令（抜すい） 

 

 （繰越明許費） 

第146条 

２ 普通地方公共団体の長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越したときは、

翌年度の５月31日までに繰越計算書を調製し、次の会議においてこれを議会に報告しなければ

ならない。 

３ 繰越計算書の様式は、総務省令で定める様式を基準としなければならない。 
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